
宮城県
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○黒川地域には
拠点となる病院がない

○県南地域は
総合南東北病院のみ

◆：基幹災害拠点病院

●：地域災害拠点病院

黒川地域と県南地域に
災害拠点病院の整備が必要

２．仙台医療圏の現状と課題

災害医療の課題
資料６

出典：令和6年4月24日仙台医療圏の病院再編地域説明会（第５回）より抜粋



宮城県（参考）

災害拠点病院の機能

 24 時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受入れ及び搬出を行うこ
とが可能な体制を有すること

 災害発生時に、被災地からの傷病者の受入れ拠点にもなること

 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を保有し、その派遣体制があること

 救命救急センター又は第二次救急医療機関であること など

出典：H24.3.21厚労省医政局長通知別紙「災害拠点病院指定要件」（R5.2.28最終改正）

2

第８次宮城県地域医療計画（抜粋）

災害医療（第５章第２編第７節）

・現状と課題（P131）

各医療圏に災害拠点病院が指定されていますが、仙台医療圏の北部に設置されていな
いなど、偏在も見られます。

・取り組むべき施策（P136）

県では、広域的な応援体制の観点からもバランスの取れた災害拠点病院の配置を目指
します。


